
富山県総合計画審議会等の組織体系（案）

顧　　　問

※　会長は委員の互選、職務代理者は会長が指名

総合部会
（部会長、副部会長）

１　総合計画の基本方針
に関すること

活力部会
（部会長、副部会長）

未来部会
（部会長、副部会長）

安心部会
（部会長、副部会長）

２　各部会相互の調整及
び全体の取りまとめに関
すること

１　産業・労働に関すること
１　子育て支援・少子化対
策に関すること

１　医療・健康に関するこ
と

３　行財政運営に関するこ
と

２　観光・ブランドに関する
こと

２　学校教育、家庭・地域
の教育力に関すること

２　福祉、地域公共交通、
住環境に関すること

４　人づくり、地域別の特
性と取組みに関すること

３　農林水産業に関するこ
と

３　芸術、文化、スポー
ツ、県民活動の推進、景
観に関すること

３　環境に関すること

５　総合計画の推進に関
すること

４　交通基盤・都市・情報通
信に関すること

４　国際交流に関すること ４　県土保全に関すること

６　他の部会の所掌に属
さないこと

５　その他所掌に属するも
のとされた事務に関するこ
と

５　その他所掌に属するも
のとされた事務に関する
こと

５　安全なまちづくりに関
すること

６　その他所掌に属するも
のとされた事務に関する
こと

青年委員会 新川地域委員会 富山地域委員会 県西部地域委員会

各分野で活躍する若者世代
(20名程度）で構成 各地域の首長、有識者等で構成 各地域の首長、有識者等で構成 各地域の首長、有識者等で構成

総合計画審議会
（会長、職務代理者）

　県政に関する総合的な計画の策定及び当該計画の実施
の推進のための重要事項について、

１　知事の諮問に応じて調査審議すること

２　知事に対して意見を述べること

※　部会長、副部会長及び委員長、副委員長は審議会の会長が
指名

○富山県総合計画審議会運営規程（参考）
第５条 特定の事項に関する調査審議を円滑に行うため、部会
に委員会を置くことができる。

(30名程度) (30名程度) (30名程度)
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